
補助メ ニュ ー 個別要件

危険ブロッ ク 塀など安全確保支援事業のおし ら せ

令和8 年度事業受付期限： 9 月3 0 日（ 水）（ 土・ 日・ 祝日を除く ）

補助金の額補助率

①総合支援メ ニュ ー
耐震改修設計から 耐震改修工事ま で総合的に実
施する も のの補助

耐震改修設計への補助金の交付
を過去に受けたこ と がないも の

②耐震改修設計 共通要件のみ

③耐震改修工事
耐震診断の結果、 倒壊の危険性
がある も の

④建替え設計工事
耐震性がない住宅を 解体し 、 同じ 敷地での建替
え工事費の補助

耐震診断の結果、 倒壊の危険性
がある も ので、 省エ ネ基準な ど
に適合し た住宅を 建築する こ と

⑤耐震シェ ルタ ー工事

家屋が倒壊し ても 一定の空間を 確保する ための
耐震シェ ルタ ーの設置費の補助

耐震診断の結果、 倒壊の可能性
がある 、 ま た は大規模半壊以上
のり 災を し ている 住宅

最大1 57 .5 万円9 0％以内

最大　 20 万円2 /3 以内

最大　 60 万円5 0％以内

最大1 57 .5 万円9 0％以内

最大　 20 万円5 0％以内

補助メ ニュ ー 個別要件 自己負担の額

⑥耐震診断
戸建て木造住宅の耐震診断を 行う ための耐震診
断費用の補助

他の補助制度などによ る 補助金の交付を 受け
て耐震診断を行っ ていないも の

3 ,0 0 0 円程度

戸建て木造住宅の耐震化を 支援し ます
令和8 年度 南阿蘇村戸建て木造住宅耐震改修等事業について

〈 問い合わせ〉建設課 建設係　 ☎09 67（ 6 7）31 78

　 村では地震に強いまちづく り を目指し 、 戸建て木造住宅の耐震性を向上さ せるため、 一定の条件を満た

す戸建て木造住宅の総合支援メ ニュ ー（ 一括工事）・ 耐震改修設計・ 耐震改修工事・ 建替え設計工事・ 耐震シェ

ルタ ー工事・ 耐震診断の費用の一部を補助し ます。 こ の機会にご自宅の耐震化について、 ご検討く ださ い。

　 令和8 年度も 継続し て本事業を 実施し ます。 こ の事業は倒壊の恐れがある 危険なブ ロ ッ ク 塀

などを 除去し 、 道路通行者などの安全を 確保する事業と なっ ています。

〈 主な事業要件など〉

• 通学路・ 避難路などに指定さ れた道路に面し た倒壊の恐れがある危険ブロッ ク 塀

　（ 道路面より 8 0 ㎝以上の高さ があり 、 倒壊の恐れがあるも の）

• 除去工事費用を 最大2 0 万円補助し ます。

• 除去工事と 併せてフ ェ ンスなど代替施設の設置をさ れる場合は、別途最大5 万円まで補助し ます。

• その他要件があり ますので建設課建設係へご相談く ださ い。

①村に存在する戸建て木造住宅で、 現に住宅所有者の居住の用に供さ れているも の

②在来軸組構法、 枠組壁工法または伝統的構法によっ て建築さ れた地上階数が3 階以下のも の

③平成1 2 年5 月3 1 日以前に着工し たも のまたは平成2 8 年熊本地震によ り り 災し たこ と が確認でき る も の

④住宅の所有者かつ居住者で、 村税の滞納のない人

• 要件は主要なも のを 抜粋し ています。 詳細についてはお問い合わせく ださ い。

各補助メ ニュ ー共通の要件

●補助メ ニュ ー一覧

• 熊本県の耐震診断士派遣制度が令和2 年度に終了し たため、 南阿蘇村の派遣制度を 3 年度より 創設し まし た。

• 令和9 年度は、①総合支援メ ニュ ー④建替え設計工事の補助金の額が最大1 0 7 .5 万円と なる 予定です。

• 提出書類やその他詳し いこ と は、 事前に建設課へお問い合わせく ださ い。
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